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Ⅰ 大田区の保育・学童保育サービスの現状 

 

1 保育サービスの現状 

 (１) 大田区の人口と就学前人口 

 
資料 1-1 就学前児童人口の年齢別推移(人) 
 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 

5 歳 5,123 4,969 5,204 5,114 5,296 5,288 

4 歳 5,013 5,236 5,136 5,344 5,302 5,382 

3 歳 5,262 5,208 5,401 5,363 5,399 5,450 

2 歳 5,267 5,433 5,414 5,410 5,489 5,438 

1 歳 5,514 5,542 5,444 5,549 5,523 5,758 

0 歳 5,494 5,408 5,487 5,484 5,671 5,856 

合計 31,673 31,796 32,086 32,264 32,680 33,172 

指数 

(平成 22 年度＝100） 
100 100.39 101.30 101.87 103.18 104.73 

おおた子ども・子育てかがやきプラン (各年 4 月 1 日現在)  

 

資料 1-2 大田区の人口の推移(人) 
 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 

 693,404 694,414 695,795 698,367 704,248 709,907 

指数 

(平成 22 年度＝100） 
100 100.15 100.34 100.74 101.56 102.38 

東京都の人口統計 (各年 4 月 1 日現在) 

 

資料 1-3 就学前人口と大田区人口の推移 
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平成 22 年を 100 とした場合、平成 27 年の就学前人口は 104.73、大田区人口は 102.38 であり、就学前

人口の上昇が大きくなっている。 
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(２) 就学前児童の在籍状況 
 
   資料 1-4 就学前児童の在籍状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成27年4月1日現在 (幼稚園は平成２７年５月１日現在の在籍数) 

平成２７年４月１日現在

の認可保育所利用児童の割

合は、０歳～５歳児全体で

30.99％、０歳～２歳児では

25.56％、３歳～５歳児では

36.73％となっている。 

 

 

 

 

 

0～2 歳児においては、6 割以上

が在宅等で子育てされている。 



4 

 
 
 

 
 (３)  大田区における多様な保育サービス 
 

資料 1-5 大田区の保育制度一覧 
 
 

  

（平成２７年９月１日現在）  大田区の保育制度一覧         
  

 

 
認 可 保 育 所 （１０６園） 大田区小規模保育所 東京都認証保育所 家庭福祉員（保育ママ） 

大田区定期利用保育

室 

 区立保育園（４９園） 私立保育園（５7 園） （１１施設） （４９施設） （５１人） （６施設） 

概  要 

児童福祉法第35条第3項に基づき区市町村が設置を届け出

た、または、同条第 4 項に基づき民間事業者等が知事の認可

を受け設置した児童福祉施設。 

大田区で定める設備や職員配

置等についての基準を満た

し、区が認可した保育施設。 

東京都で定める設備や職員

配置等についての基準を満

たし、東京都が認証した認

可外保育施設。 

大田区が児童の保育に熱意

と経験を持つ者を家庭福祉

員として認定し、家庭福祉

員の自宅又はグループ保育

室で保育する制度。 

保護者の就労形態等に

応じて、保育時間を柔

軟に設定できる区独自

の保育施設。 

対象児童 

年  齢 

生後５７日～小学校就学前

まで。 

＊各保育園により異なる。 

生後４３日～小学校就学前ま

で。 

＊各保育園により異なる。 

１～２歳 

０から小学校就学前まで。 

 

各保育所により異なる。 

生後４３日～２歳 

※委託開始時：生後 43 日以

上２歳未満 

０～２歳 

保育時間 

保育標準時間（11 時間ま

で） 

保育短時間（８時間まで） 

7:15～18:15 

延長保育時間 18:15 ～

21:15 等 

各保育園により延長時間は

異なる。 

保育標準時間（11 時間まで） 

保育短時間（８時間まで） 

各保育所により異る。 

例：7:15～18:15 

例：延長保育時間 18:15～

19:15 等  

保育標準時間（11 時間まで） 

保育短時間（８時間まで） 

各保育室により異なる。 

例：7:15～18:15 

例：延長保育時間 (18:15～

19:15) 等 

13 時間以上 

各保育所により異なる。 

例：7：00～20：00 等 

原則 8:00～17:00 

の中で８時間以内。 

 

時間外保育の保育時間は、午

後６時まで。 

１日８時間の利用が目

安 

各保育室により異なる。 

例：7：30～19：00

等 

保 育 料 

 

児童の年齢に応じ、区市町村民税に基づき算定。 

 

保育標準時間（11 時間まで）の月額保育料(最高額) 

０歳～２歳児 63,500 円 

３歳児    28,600 円 

4・5 歳児  24,000 円 

※２人以上在園している場合、児童の年齢に応じ、区市町村民税に基づき設定している保育料

に対し、２人目は半額、３人目以降は無料。 

※保育短時間（８時間まで）は、標準時間に 0.983 を乗じた額。 

 

月 額 保 育 料 ( 最 高 額 ) 

80,000 円(月 220 時間ま

で)など各保育所により異な

る。 

※別途入園料、延長料など

あり。 

※世帯の区市町村民税の額

に応じた、保護者負担軽減

補 助 金 ( １ 0,000 円 ～

30,000 円)の制度がある。 

月額保育料 23,000 円 

 

日額 2,200 円(１日８

時間まで)、月額

44,000 円(月１６０時

間まで)の範囲内で設

定。 

保育室により異なる。 

 

 

食 事 

 

給食あり 給食あり 給食あり 弁当持参 給食あり 

                                                                             

（平成２７年９月１日現在） 
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各年４月１日現在 各年４月１日現在 

(４) 保育サービス定員数と待機児童数の推移 

 

資料 1-6                   資料 1-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
資料 1-8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年４月１日現在 

(人) (人) (箇所) 
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待機児童数の解消に向け、平成 26 年度に「大田区待機児解消緊急加速化プラン」を策定し、保育サービ

ス基盤の拡充とともに、保育サービスアドバイザーを中心とした、きめ細かな相談対応など総合的な待機

児解消対策を実施した結果、平成 27 年 4 月の待機児数は 154 人と前年の 613 人から大きく減少して

いる。（前年比：75％減） 

 

平成 2２年度から平成 27 年度までの 6 年間に、認可保育所を 26 施設、定員は 1,953 人拡充してい

る。小規模保育所、認証保育所、家庭福祉員、定期利用保育では、併せて 1,078 人の増員を図っており、

合計で３千人以上の定員を拡充している。 

 

 


